


【国保】 
 

D-61 ヒアルロン酸（原発性胆汁性肝硬変） 

 

《令和 2 年 2 月 26 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、「慢性肝炎」の病名がない場合であっても、原発性胆汁性

肝硬変に対するヒアルロン酸は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 「原発性胆汁性肝硬変」は、診断時には必ずしも肝硬変とは言えず、そ

のステージングの参考となる。 

 


